
（2021 年 5月 13 日配信） 

新型コロナウイルス関連情報（第 94 報）：マスク着用について（CDC 発表） 

 

●本日、ワクチン接種完了者のマスク着用は屋内外を問わず不要であるとする CDC指針が発表されました。一

方、州政府等によるマスク着用義務に引き続き留意してください。 

 

１．本日（5 月 13日）、米国疾病予防管理センター（CDC）は、ワクチン接種完了者に関する推奨事項

(Recommendations)を改訂し、規則やガイダンス等により求められる場合を除き、屋内外でのマスク着用及び

6フィートの距離確保は不要であるとしました。今次改訂の主な内容は以下のとおりです。 

 

（ワクチン接種完了者は、） 

・ウイルス流行前に行っていた各種活動を再開することができる。 

・連邦・州・地方における法令や規則、ローカルビジネスや職場におけるガイダンスが求める場合を除き、い

かなる環境においてマスク着用及び 6フィートの距離確保は必要ない。 

・公共交通機関の利用時や空港、駅などの交通ハブに滞在時は、ワクチン接種完了者も引き続きマスク着用が

必要。 

 

◎参考：2月 1日付け領事メール（連邦政府による公共交通機関及び交通ハブ利用時のマスク着用義務づけ） 

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20210201importantmessagecoronavirus.pdf 

 

※ワクチン接種完了者とは、 

・2回接種型ワクチンの 2回目を接種後、2週間が経過している者（ファイザー、モデルナ） 

・1回接種型ワクチンを接種後、2 週間が経過している者（ジョンソン＆ジョンソン） 

 

◎CDC 関連ページ 

・When You’ve Been Fully Vaccinated 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html 

・Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html 

・Choosing Safer Activities（活動別マスク要否一覧） 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/choosingSaferAct.pdf 

 

２．マスク着用に関する注意喚起 

（１）上記１．に伴い、ワクチン接種完了者の各地におけるマスク着用義務も更に緩和されることが見込まれ

ますが、今回の CDC による推奨事項改訂によりマスク着用義務が自動的に解除されるわけではありませんの

で、ご注意ください。 

 

（２）当地においては、各州・地方政府により表現の違いはありますが、総じて、自宅を除く一般向け屋内施

設や公共交通機関に滞在・利用する時及び屋外において家族以外の他者と最低 6フィートの距離を確保できな

い時のマスク着用が義務となっており、ワクチン接種完了者についても、一部例外を除く屋内でのマスク着用

義務は現時点で有効です。 

 

◎参考：4月 30日付け領事メール（屋外でのマスク着用、ほか） 

https://www.us.emb-japan.go.jp/j/announcement/20210430importantmessagecoronavirus.pdf 
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（３）ワクチン接種完了から 2週間が経過した在留邦人の皆様におかれては、特に屋内でのマスク着用要否に

ついて、居住地・勤務地を管轄する州政府や市・郡など地方政府における今後の規則改正をよくご確認くださ

い。また、飲食店や小売店、各種施設等にお出かけの際や職場での勤務時には、それぞれの施設において独自

にマスク着用など感染予防のためのルールを設けている可能性がありますので、無用なトラブルを回避する観

点からも、十分にご注意ください。 

 

（注）できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局

が提供する情報に依拠してください。 

（注）お住まいの郡や市など地方政府からも、生活に密接に関わる措置や州政府よりも厳格な措置等が発表さ

れることがあります。各自において情報収集に努めてください。 

 

_ 

※この領事メールは、DC・MD 州・VA州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。 

 

■在アメリカ合衆国日本国大使館  

住所：2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.  

電話：202-238-6700（代表）  

ＨＰ：https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

 

◎新型コロナウイルス関連情報はこちら 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html 

◎領事メールのバックナンバーはこちら 

https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html 
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